
伝建群だより歴史に寄り添う

～ 企画展「”ジュウデンケン”って何？」～

に行きませんか？

まちづくり

企画展の展示を見て、改めて重伝建地区の中にある建物には、歴史的な特徴(格子

や屋根の形等)が多く残っていることを感じることが出来ました。
皆さんも是非、足を運んでみてください。

時 間：午前９時～午後５時
場 所：絹撚記念館２階展示室
入館料：高校生以上１５０円

小中学生５０円
問い合わせ：絹撚記念館(☎：４４－２３９９)

５月６日(祝)まで、絹撚記念館で開催しております。
－“重伝建”のトリビア(雑学)を紹介中－。

★ 事前相談、増えてきました。 ★
～ 現状変更行為について、重伝建係までお気軽に相談を ～
最近、外壁の塗替や屋根の修繕についての相談が増えております。事前に相談をし
ていただくと、手続きが円滑に進みます。
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☆事前相談～許可～着手までの流れ☆
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重伝建地区では、火災の早期発見・早期通報のため、無線連動型住宅用
火災警報器を設置しております(火気には十分気をつけましょう)。

繋がってますよ。
～ 無線連動型住宅用火災警報器について ～

B宅 A宅 Ｃ宅例

・Ｂ宅とＣ宅の場合
① Ｂ宅とC宅の□(連絡用警報器)から『ピー、ピー、ピー 別の警報器が作動しました。』
と警報音が鳴り、中央部分が点滅します。
② Ａ宅からの出火を確認した場合、すぐに１１９番へ通報する。(誤って鳴った場合は、
火災で無いことを確認し、テストボタンを押すと警報音が止まります。)

〇Ａ宅で火災が発生した際の警報器の動き

・Ａ宅の場合

① Ａ宅の■(感知用警報器)で火災の煙を感知します。
② Ａ宅の■(感知用警報器)から火災警報音が鳴ります。

『ピー、ピー、ピー 火事です 火事です』

③ 自宅で出火を確認した場合、すぐに１１９番へ通報する。(誤って鳴った場合は、火災
で無いことを確認し、テストボタンを押すと警報音が止まります。)

【通信異常について】
複数の警報器が電波で連動していますが、正常に連動していた電波が気象条件等の理由で途切れ
てしまうことが稀に起こります。
< 参考 >警報器の通信異常の場合は、以下の音声が鳴り警報器が点滅します。

『ピッ ピッ 通信テスト異常です 別の警報器を確認してください。』
(火災時とは、別の音声が鳴ります。)

警報器の通信異常が起こった際には、文化財保護課重伝建係(内線３４６)までご連絡をお願い致し
ます。
引っ越しや状況が変更した場合についても、重伝建係が伺いますので、その際もお知らせください。
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